
厚生労働省告示 第391号  
 薬事法（昭和35年法律第145号）第23条の2第1項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた登録認証機
関として次に掲げる者を登録したので、同法第23条の8第1項の規定に基づき公示する。 
  平成17年9月2日    厚生労働大臣 尾辻 秀久 

登録
番号

名 称 住 所
基準適合性認証
を行う事業所の所

在地
基準適合性認証の業務の範囲

登録を
した日

AL 財団法人
医療機器
センター

東京都文京区本
郷3丁目42番6号
ＮNKDビル

東京都文京区本
郷3丁目42番6号
ＮNKDビル

薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を
定めて指定する管理医療機器のうち次に掲げるもの、及び
体外診断用医薬品 

1 能動型植込み機器（工業標準化法（昭和24年法律第185
号）に基づく日本工業規格（以下「日本工業規格」とい
う。）Ｔ0601-1の適用となるものに限る。）

2 能動型植込み機器（日本工業規格Ｔ0601-1の適用となる
ものを除く。）

3 麻酔・呼吸用機器（日本工業規格Ｔ0601-1の適用となる
ものに限る。）

4 麻酔・呼吸用機器（日本工業規格Ｔ0601-1の適用となる
ものを除く。）

5 歯科用機器（日本工業規格Ｔ0601-1の適用となるものに
限る。）

6 歯科用機器（日本工業規格Ｔ0601-1の適用となるものを
除く。）

7 医用電気機器

8 施設用機器（日本工業規格Ｔ0601-1の適用となるものに
限る。）

9 施設用機器（日本工業規格Ｔ0601-1の適用となるものを
除く。）

10 非能動型植込み機器（日本工業規格Ｔ0601-1の適用と
なるものに限る。）

11 非能動型植込み機器（日本工業規格Ｔ0601-1の適用と
なるものを除く。）

12 眼科及び視覚用機器（日本工業規格Ｔ0601-1の適用と
なるものに限る。）

13 眼科及び視覚用機器（日本工業規格Ｔ0601-1の適用と
なるものを除く。）

14 再使用可能機器（日本工業規格Ｔ0601-1の適用となるも
のに限る。）

15 再使用可能機器（日本工業規格Ｔ0601-1の適用となるも
のを除く。）

16 単回使用機器（日本工業規格Ｔ0601-1の適用となるもの
に限る。）

17 単回使用機器（日本工業規格Ｔ0601-1の適用となるもの
を除く。）

18 補聴器

19 放射線及び画像診断機器（日本工業規格Ｔ0601-1の適
用となるものに限る。）

20 放射線及び画像診断機器（日本工業規格Ｔ0601-1の適
用となるものを除く。）
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